
　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　

         【　６月の行事　】

いじめをなくして いい学校にしよう

那珂小学校２年生 作

那珂公民館だより

那珂公民館

日 曜日 時間 　　　　内　　　　容

1 土 9時00分 那珂小学校運動会

6 木 13時30分 ふれあいサロン　だんだん会

7 金 14時00分 健康づくり教室（徳洲会病院）

9 日 9時00分 第５３回壮年ソフトボール大会

20 木 13時30分 ふれあいサロン　だんだん会

【６月のなかよし喫茶】
（高齢者サロン）

１３：３０～１５：３０

＊ １日（土）

音楽を聴きましょう

＊１５日（土） 折り紙工作

（ 参加費：１００円）

美味しいコーヒーが

お待ちしています❤

子育て交流サロン
(なかヨチサロン)

０歳～３歳位までのお子さんと

保護者の方たちの交流の場です♥

＜那珂公民館＞
（今月の見守り：民生・児童委員）

＊１０日（月） １０：００～１２：００

＊２４日（月） １０：００～１２：００

＜那珂会館＞

＊５（水） １０：００～ １２：００

公民館主催事業

日 時 ： ６月１３日（木） １０：３０～１２：００

場 所 ： 那珂公民館 地域団体室

講 師 ： 真子 浩幸 氏 （防災士）

福岡市博多区那珂3丁目10番２号

TEL 471-9329 FAX 471-9330 

E-mail:naka43@jcom.home.ne.jp

＊効率的な運営のため、６月３０日（日）に利用申込みの

ない場合には臨時休館 いたします。

ご利用を希望される場合は６月２０日（木）正午までに

申し込みをお願いいたします。

令和６年６月号

地震や災害の時どう備えれば

よいのでしょう？

みんなでまなびましょう。

先生と一緒に親子で わいわい楽しく英語に

触れてみませんか。

※６月１０日（月）までに公民館へお申し込みください。

（すくすくスマイル）

日 時 ： ６月１７日（月） １０：３０～１２：００

場 所 ： 那珂公民館 講堂

講 師 ： 奥 朱根氏

定 員 ： １５組

対 象 者 ： ０歳から３歳までの親子

※６月１２日（水）までに公民館へお申し込みください。

子育てのお手伝いをしてみませんか！
～福岡ファミリー・サポート・センター～

『福岡ファミリー・サポート・センター』では依頼会員（子どもを

預かってほしい人）と、提供会員（子どもを預かれる人）が、相互に

子育て援助活動を行っています。

保育所等へのお迎えや用事があるときの預かりなどにご利用ください。

なお、依頼会員と提供会員を兼ねることもできます。

～～～～～提供会員の講習会について～～～～
提供会員になるには、３日間の講習会を受講する必要があります。

■日程：７/１２（金） １０：００～１４：３０

７/２９（月） １０：００～１５：００

７/３０（火） １０：００～１５：００

■会場：市民福祉プラザ

■申込期間：６/３（月）～７/５（金）先着順

■託児有（要申込、先着順）

※依頼会員となる場合も、利用方法などの説明（１時間程度）を受け

る必要があります。（こちらは随時受付、要申込）

■申込み・お問い合わせ先

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

福岡ファミリー・サポート・センター本部

〒810-0062 中央区荒戸3-3-39
TEL：７３６-１１１６ FAX：７１３-０７７８

Eメール：f-support@fukuoka-shakyo.or.jp

詳細はこちらをご覧ください。

●●SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意！●●

●実在する組織をかたるSMSやメールを送信し、IDやパスワード、暗

証番号、クレジットカード番号等、個人情報を詐取したうえ、クレジット

カード等を不正利用するフィッシングに関する相談が多く寄せられて

います。

●記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規

のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。

●フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカー

ドや個人情報を不正利用されるおそがあります。絶対に入力してはい

けません。情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使って

いるサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関

等に連絡しましょう。

●IDやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐこと

ができます。

日 時 ： ７月４日（木） １３：００～１４：００

場 所 ： 那珂公民館 講堂

講 師 ： 山口整形外科医院

（院長）山口 登氏

（理学療法士）岩波 佑樹氏

※６月２７日（木）までに公民館へお申し込みください。

困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター

等にご相談ください（消費者ホットライン１８８）。


